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議案第１０１号

福岡市立市民センター条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，東市民センターの新築移転に伴い，その位置を改めるととも

に，使用料の額を適正なものに改める等の必要があるによる。

福岡市立市民センター条例の一部を改正する条例

　福岡市立市民センター条例（昭和５２年福岡市条例第４９号）の一部を次のように改正する。

　別表第１福岡市立東市民センターの項中「香住ケ丘一丁目」を「千早四丁目」に改める。

　別表第２　１　ホール使用料の表福岡市立東市民センターのホールの項中「３,４００」を

「５,５００」に，「１３,６００」を「２２,０００」に，「１７,０００」を「２７,５００」に，「３０,６００」を「４９,５００」に，

「３４,０００」を「５５,０００」に改める。

　別表第２　２　視聴覚室等使用料の表中
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を

音 楽 室 ９５０ １,８００ １,７００ ２,５５０ ３,２５０ ３,８５０

実 習 室 ６００ １,２００ １,１５０ １,７５０ ２,２００ ２,６００

研 修 室 ７５０ １,４５０ １,３５０ ２,０５０ ２,６５０ ３,１５０

第１会議室 ９５０ １,８００ １,７００ ２,５５０ ３,２５０ ３,８５０

第２会議室 ９５０ １,８００ １,７００ ２,５５０ ３,２５０ ３,８５０

第３会議室 ５００ ９５０ ８５０ １,３００ １,７００ ２,０００

和 室 ４５０ ６５０ ６００ ９５０ １,２００ １,３５０
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同表備考第６項を次のように改める。

　　６　基本セットとは，教育委員会規則で定めるホールの付属設備をいう。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，教育委員会規則で定める日から施行する。

　（施行日前における利用の許可等）

２　前項の規定に基づく教育委員会規則が公布されたときは，この条例の施行の日前におい

ても，同日以後の福岡市立東市民センターの利用について，この条例による改正後の福岡

市立市民センター条例の規定の例により許可をし，及び使用料を徴収することができる。
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に改め，

第１実習室 １,１００ ２,０５０ １,９００ ２,９００ ３,８００ ４,４００

第２実習室 １,３００ ２,４５０ ２,３５０ ３,５００ ４,５００ ５,３００

第１会議室 １,４５０ ２,８００ ２,６５０ ４,０００ ５,１５０ ６,０５０

第２会議室 １,１５０ ２,１５０ ２,０５０ ３,１００ ３,９５０ ４,６５０

第３会議室 ６００ １,２００ １,１５０ １,７５０ ２,２００ ２,６００

第 １ 和 室 ３５０ ５５０ ５００ ７５０ ９５０ １,１００

第 ２ 和 室 ３００ ５００ ４５０ ６５０ ８００ １,０５０

第１多目的室

（大楽屋）
１,１００ ２,０５０ １,９００ ２,９００ ３,８００ ４,４００

第２多目的室

（中楽屋Ａ）
５５０ １,１００ １,０５０ １,５５０ ２,０００ ２,３５０

第３多目的室

（中楽屋Ｂ）
５５０ １,１００ １,０５０ １,５５０ ２,０００ ２,３５０


